
電話

(第 5

(第 5

(第 1・2

24 ～ 年度

④＝②×③ 6,300 900 0 0

　総　事　業　費 ①＋④ 22,000 1,200 0 0

人  件  費
（概算）

0.00

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

① 合　計 15,700 300 0 0

② 人　数（年間） 0.70 0.10 0.00

 地方債 0
直接事業費

 国支出金 0

 道支出金 0

 その他特財 0

 一般財源 15,700 300

【３ 費用の予定額 】 （単位：千円）

【事業費の推移】 22年度予定額 23年度予定額
24年度以降の予定額

毎年度（参考値）

手
　
　
段

※ 市が行う事務事業の具体的な実施内容（補助等の場合は、団体の活動内容）

平成22年度

①水道事業経営審議会に水道ビジョン策定を諮問する。②審議会の技術的専門分野におい
て、オブザーバーとして、専門家（学識経験者）を参加させる。③水道事業ガイドライン業
務指標（ＰＩ）や財務諸表に基づき、分析・評価し、水道ビジョン素案を作成する。（民間
委託）

平成23年度 ①水道ビジョン素案策定後、パブリックコメントを経て、水道ビジョンを公表する。

平成24年度
以　　　降

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

水道利用者

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　水道利用者のニーズに対応した信頼性の高い水道を次世代に継承していくためには、水道
事業の将来の方向性とその実現のための基本目標・施策を明らかにする必要があります。
（概ね10年間の計画：平成23年～平成32年）

【２ 計　画 】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

節） 上水道

施策） 水の安定供給・水道経営基盤の強化

【１ 事務事業の概要 】 

　水道事業において、少子高齢化の進展や生活様式の変化により、今後、使用量の減少が見込まれる中で、第2水源の受水費
や老朽化した水道施設の改修費用など財源を確保し、市民のライフラインとして良質な水を安定供給していかなければならな
い。このような状況を踏まえ、水道事業の現状分析、評価を行い、概ね21世紀中ごろを見通した長期的な視点で将来像、目標を
設定し、財政計画・施設整備計画・災害対策計画などからなる地域水道ビジョンを策定する。

事務事業開始年度 22
根拠法令等

「地域水道ビジョンの作成について」（平成17年10月厚生労働省健康局
水道課長通知）、地方公営企業法・水道法〃  終了予定年度 23
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単位

数

① 回

② 回

③ 回

④

①

②

③

評点

□ ■

■

□

□

■

□

□

総　合　判　定 説　　　　　明　（内部評価委員会の意見）

　実施する 　水道事業の現状分析、評価を行い、長期的な視点で将来像、目標を設定し、財政計画・
施設整備計画・災害対策計画などからなる地域水道ビジョンを策定することは必要である
と考える。

　再検討（見送り）

　実施しない

【事業担当部局による説明】
　水道事業の現状と将来見通しを評価・分析した上で目指すべき将来像を描いた水道事業
の「マスタープラン」であり、今後、より効率的な事業運営を推進するに当たり不可欠な
計画である。

【６ 総合判定と説明 】

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどなく、市で実施していく。

民間等での実施または市民等との協働が可能であり、検討していく。

民間等で実施または協働して取り組んでいく。

緊
急
性

・すぐに実施する必要があるか
　（緊急度合）
・熟度は高まっているか

4
　次期水道事業財政計画（平成23年～平成25年）に合わ
せ、平成22年度から実施する必要があります。

評点区分 　　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

4
　調査結果の分析や計画策定業務及び計画書の作成等は
民間委託し、効率的に実施します。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

4
　計画策定業務は、水道料金で賄われており、特定の受
益者への負担を求めることはない。

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

4
　生活用水の供給は、水道法により水道事業として地方
公共団体が実施することになっています。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

4
　財政計画・施設整備計画・災害対策計画などからなる
ビジョンを策定し、健全な水道事業経営を推進していき
ます。

【５ 評　価 】

チ ェ ッ ク 項 目 選択理由、説明等

地域水道ビジョン印刷製本
冊

150

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

パブリックコメント結果公表
回

1

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

水道事業経営審議会開催実施数
回

6 2

パブリックコメント実施 1

活 動
指 標

水道事業経営審議会開催 6 2

業務指標137項目総点検実施 1

基 本
指 標

水道事業ガイドライン業務指標（ＰＩ） 137

指　　　標　　　名 22年度目標 23年度目標 24年度目標 最終目標

整理番号 ３５【４ 指　標 】

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値


